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臨
時
職
員
募
集

　
市
内
幼
稚
園
・
保
育
園
の
臨
時
職
員

を
募
集
し
ま
す
。
※
随
時
受
付
。

職
種
・
募
集
人
員
・
賃
金

・
幼
稚
園
教
諭
（
要
資
格
）

　
フ
ル
タ
イ
ム
（
８
時
間
）

　
若
干
名

　
月
額
17
万
１
，
０
０
０
円	

・
保
育
士
（
要
資
格
）

　
フ
ル
タ
イ
ム
（
８
時
間
）

　
若
干
名

　
月
額
17
万
１
，
０
０
０
円	

受
付
・
問
合
せ
先

　
市
役
所
子
育
て
施
設
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
315
）

平
成
22
年
度

就
学
児
童
健
康
診
断
　

　
平
成
22
年
度
の
就
学
児
童
（
小
学
校

新
入
学
児
童
）
は
、
平
成
15
年
４
月
２

日
か
ら
平
成
16
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
お
子
さ
ん
が
対
象
で
す
。

　
入
学
に
先
立
ち
、
健
康
診
断
を
実
施

し
ま
す
の
で
、
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
健
康
診
断
は
、
お
子
さ
ん
の
入
学
予

定
の
学
校
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
案
内
を
各
幼
稚
園
・
保
育
園

を
通
し
て
お
届
け
し
ま
す
が
、
届
か
な

い
場
合
は
、
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

健
康
診
断
日

・
高
浜
小
学
校
…
11
月
４
日
㈬

　
受
付
／
午
後
１
時
～

・
吉
浜
小
学
校
…
11
月
５
日
㈭

　
受
付
／
午
後
１
時
10
分
～

・
高
取
小
学
校
…
10
月
26
日
㈪

　
受
付
／
午
後
１
時
～

・
港
小
学
校
…
10
月
21
日
㈬

　
受
付
／
午
後
１
時
20
分
～

・
翼
小
学
校
…
10
月
20
日
㈫

　
受
付
／
午
後
１
時
～

※	

学
校
に
よ
っ
て
は
、
受
付
時
間
を
分

け
て
実
施
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先

　
市
役
所
学
校
経
営
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
311
）

私
立
高
等
学
校
な
ど

授
業
料
の
補
助

　
市
で
は
、
私
立
高
等
学
校
な
ど
に
在

籍
す
る
生
徒
の
保
護
者
負
担
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
授
業
料
の
補
助
を
し
ま
す
。

対�

象
者
　
平
成
21
年
10
月
１
日
現
在
、

私
立
高
等
学
校
ま
た
は
私
立
専
修
学

校
の
高
等
課
程
（
修
業
年
限
が
３
年

の
課
程
に
限
る
）
に
在
籍
し
て
い
る

生
徒
の
保
護
者
で
、
市
内
に
住
所
を

有
す
る
方
。

※	

た
だ
し
次
に
掲
げ
る
生
徒
の
保
護
者

を
除
く
。

・
高
浜
市
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
生
徒

・	

特
待
生
で
、
授
業
料
を
全
額
免
除
さ

れ
て
い
る
生
徒

・	

通
信
制
課
程
、
専
攻
科
、
別
科
に
在

籍
す
る
生
徒

・	

私
立
高
等
学
校
な
ど
に
３
年
を
超
え

て
在
籍
し
て
い
る
生
徒

補
助
額
　
別
表
参
照

申�

請
方
法
　
10
月
30
日
㈮
ま
で
に
、
高

浜
市
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
補
助

金
交
付
申
請
書
（
９
月
下
旬
ご
ろ
ま

で
に
保
護
者
あ
て
に
送
付
）
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
在
学
証
明
書
を
添

付
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※	

申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
10
月

９
日
㈮
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

提
出
・
問
合
せ
先

　
市
役
所
学
校
経
営
グ
ル
ー
プ

　
☎
52
ー
１
１
１
１
（
内
線
311
）

補
　
助
　
額

世
帯
区
分

１
人
あ
た
り
の
補
助
額
（
年
額
）

補
助
年
度
の
市
民
税
の
課
税
の
基
準
と
な
る

課
税
総
所
得
金
額
が
200
万
円
以
下
の
世
帯

２
４
，
０
０
０
円

補
助
年
度
の
市
民
税
の
課
税
の
基
準
と
な
る

課
税
総
所
得
金
額
が
200
万
円
を
超
え
350
万
円

以
下
の
世
帯

１
２
，
０
０
０
円
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